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本計画は、平塚市環境基本条例第８条に基づき、本市における環境の保全と創造に関する

施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として策定しました。 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地球温暖化対策実行計画を内包さ

せた計画として策定しています。 

本計画の計画期間は、平成２９年度から令和８年度までとしますが、環境問題をとりまく

社会情勢の変化などに合わせ、概ね５年毎に見直しており、令和３年度に中間見直しを実施

しました。 

なお、事業計画は、前期５年間、後期５年間の計画として策定しています。 

本計画の対象地域は市全域とし、対象とする環境の範囲は、次表に示すとおりです。 

 

また、本計画は、地球温暖化対策実行計画を含んだ計画となっています。本計画において

対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律における温室効果ガスとし

ますが、主に特定事業所等で使用されているものなど、市民生活と直接関係しない温室効果

ガスもありますので、必要な範囲で対策に取り組むこととします。 
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本計画では、「めざすべき環境像」と、めざすべき環境像の実現に向けた基本方針を掲げ

ています。 

 

  

 

     

 

 

 



 

3 

３つの基本方針を、より具体的に施策に反映させるため、平塚市の主要課題を踏まえて、

多岐にわたる施策の中でも特に重点的に取り組む３つの重点テーマを設定しました。 

 

 本計画は、地球温暖化対策実行計画を含んだ内容となっているため、温室効果ガス削減

目標について規定しています。なお、本市における温室効果ガスは、二酸化炭素が約９９％

を占めていることから、二酸化炭素の排出量について目標を置くこととし、その他の温室効

果ガスは排出量が極めて少ないため、目標を設定していません。 
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本計画では、「生活環境分野」、「自然環境分野」、「都市環境分野」、「地球環境分野」及び

「環境保全活動等」の５つの分野において取り組んでいく分野別の施策を定めます。分野ご

とに、施策の方向性を規定し、具体的な施策については、事業計画に規定しています。 
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 本計画の推進にあたっては、平塚市環境審議会において、進行状況の点検・評価、課題

の解決に向けた調整等を行い、計画に位置づけた施策の着実な推進を図ります。 
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（１） 計画の点検・評価及び公表について 

① 担当課による自己点検 

・ 前年度に実施された施策の実績、自己評価、自己評価の説明を報告します。 

・ 前年度に実施された施策の実績、自己評価をもとに課題を抽出します。 

・ 当該年度に実施する施策の計画を報告します。 

 

② 平塚市環境審議会による点検 

     ・ 担当課による自己点検をもとに計画の進行状況を確認し、点検を行います。 

  ・ 点検結果をもとに計画の進行状況を評価します。 

 

③ 市民意見の反映と対応状況の公表 

     ・ 担当課、平塚市環境審議会による点検に関する資料及び環境審議会議事録を

平塚市ウェブサイト上に公表します。 

   ・ 計画の進行状況等について寄せられた市民意見については、今後の計画推進

に反映していきます。 

 

 ④ 年次報告書の作成 

     ・ 担当課、平塚市環境審議会による点検に関する資料を年次報告書としてまと

め、関係機関等に配付するとともに、平塚市ウェブサイト上に公表します。 

 

（２） 計画等の見直しについて 

① 計画の点検・評価をもとに施策の進め方や計画、事業計画を見直します。 

    ② 見直しをする際には、環境審議会に報告し、意見を聴取します。 

 

 

                                    以 上 


